
明
治
維
新
政
府
に
よ
っ
て
太
政
官
札
の
発
行
が
布
告
さ
れ
た
の
は
、
明
治
元
年
閏
四
月
十
九
日
で
あ
り
、
商
法
司
が
京
都
に
設
立
 
 

さ
れ
た
の
は
同
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
大
阪
支
署
は
同
月
二
十
六
日
、
東
京
支
署
は
元
年
十
二
月
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
項
 
 

の
関
連
性
は
、
政
府
紙
幣
の
発
行
に
よ
っ
て
生
産
資
金
を
供
給
す
る
と
と
も
に
、
一
方
に
勧
商
収
税
機
関
と
し
て
商
法
司
を
設
立
 
 

し
、
こ
の
両
者
を
結
合
し
て
経
済
発
展
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
 
 

の
構
想
は
太
政
官
札
の
発
行
を
提
案
し
た
由
利
公
正
が
、
幕
末
時
代
に
福
井
藩
の
経
済
発
展
を
は
か
る
た
め
に
実
施
し
た
、
生
産
資
 
 

金
貸
付
手
段
と
し
て
の
藩
札
発
行
と
、
藩
特
産
品
専
売
機
関
と
し
て
の
物
産
惣
会
所
設
立
の
併
行
政
策
、
す
な
わ
ち
、
帝
政
府
造
出
 
 

の
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
潜
在
的
労
働
力
を
発
現
せ
し
め
て
、
商
品
生
産
を
誘
発
し
、
同
時
に
産
出
晶
の
流
通
体
系
を
整
 
 

商
法
司
に
よ
る
太
政
官
札
貸
付
方
式
 
 
 

商
法
司
に
よ
る
太
政
官
札
貸
付
方
式
 
 

田
 
 

岡
 
 

俊
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山

備
し
よ
う
す
る
経
済
発
展
政
策
を
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
「
商
法
司
ハ
蓋
シ
旧
諸
藩
ノ
物
産
方
国
産
方
ト
称
セ
ル
一
種
ノ
制
度
ヨ
リ
変
遷
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
本
司
ハ
所
謂
ル
日
本
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

　
国
ノ
物
産
方
ト
称
ス
ヘ
シ
Ｌ

と
「
貨
政
考
要
Ｌ
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
商
法
司
の
本
質
は
、
こ
の
制
度
が
由
利
公
正
の
福
井
藩
に
お
け
る
経
済
政
策
実
施
の
経

験
に
も
と
づ
く
、
全
国
的
商
品
流
通
機
構
形
成
の
企
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
生
れ
出
る
も
の
で
あ
る
。

　
維
新
を
契
機
と
し
て
新
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
経
済
政
策
は
、
封
建
制
経
済
組
織
を
廃
し
て
、
全
国
的
経
済
組
織
の
形
成
を

目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
政
治
組
織
の
改
革
に
つ
い
て
も
、
版
籍
奉
還
・
廃
藩
置
県
の
段
階
を
経
て
、
漸
く
近
代
国
家
の
成
立
を

達
成
す
る
端
緒
を
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
た
新
政
府
に
と
っ
て
は
、
経
済
的
改
革
に
つ
い
て
も
従
来
の
経
済
制
度
を
一
挙
に
破
棄
し

て
近
代
的
経
済
制
度
を
代
置
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
全
国
的
経
済
組
織
を
形
成
す
る
こ
と
を
政
策
目
的
と
し
た
維
新
政
府

は
、
そ
の
政
策
目
的
を
受
容
す
る
企
業
意
欲
を
開
発
す
る
た
め
に
先
導
的
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
の
政
策
の
経
済
的
効
果
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
幕
藩
時
代
の
経
済
機
構
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
漸
次
近
代
的
経
済
機

構
に
修
正
変
革
す
る
方
策
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
商
法
司
制
度
の
設
立
に
あ
た
っ
て
も
、
旧
来
の
株
仲
間
組
織
を

全
面
的
に
解
体
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
信
用
と
協
同
体
制
・
取
引
統
制
の
機
能
を
利
用
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
独
占
的
性
格
を
改

革
し
て
、
商
品
流
通
機
構
の
整
備
拡
大
を
行
う
中
核
体
と
し
て
役
立
た
し
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
必
要
と
す
る
商
業
資
金
の
供
給

を
行
い
、
商
業
の
振
興
を
は
か
る
計
画
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
貨
政
考
要
」
に

　
　
　
「
最
初
ニ
商
法
司
ノ
知
事
ニ
任
シ
タ
ル
ハ
福
井
藩
士
岡
田
準
介
ニ
シ
テ
、
其
後
団
野
真
之
助
西
村
勘
六
吹
田
四
郎
兵
衛
武
田
伴

　
兵
衛
高
井
八
十
七
等
之
ニ
任
シ
タ
リ
、
而
テ
此
ニ
注
意
ス
ヘ
キ
ハ
本
司
ノ
知
事
ヲ
始
メ
他
官
吏
多
ク
ハ
平
民
ナ
リ
シ
コ
ト
是
ナ
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リ
、
以
テ
当
時
ノ
政
策
ヲ
知
ル
ニ
足
ラ
ン
い

と
あ
る
よ
う
に
、
商
法
司
の
運
営
は
主
と
し
て
両
替
商
・
問
屋
等
の
従
来
の
商
業
資
本
家
の
手
に
委
任
す
る
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
横
浜
出
張
商
法
司
の
人
的
構
成
を
見
て
も
、
商
法
司
元
締
頭
取
弁
為
替
方
と
し
て
三
井
三
郎
助
、
三
井
次
郎
右
エ
門
、
三
井
元
之

助
、
三
井
八
郎
右
エ
門
、
島
田
八
郎
左
ェ
門
、
小
野
善
助
ら
ニ
十
六
人
、
元
締
に
杉
浦
三
郎
兵
衛
、
三
浦
勘
助
、
茂
木
惣
兵
衛
、
吉

田
幸
兵
衛
ら
十
七
人
、
横
浜
元
締
弁
為
替
方
に
鍬
形
佐
兵
衛
・
越
後
屋
喜
左
エ
門
ら
三
十
七
人
の
商
人
が
選
任
さ
れ
乙
い
る
。
こ
れ

ら
商
法
司
の
元
締
・
為
替
方
等
に
動
員
さ
れ
た
商
業
資
本
家
は
、
自
己
資
金
を
超
え
て
政
府
資
金
を
利
用
す
る
投
資
機
会
を
獲
得
す

る
特
権
を
確
保
し
、
こ
の
商
業
資
本
家
と
政
府
資
金
供
給
政
策
と
の
結
合
関
係
が
経
済
発
展
に
関
す
る
要
因
を
生
み
出
す
よ
う
企
図

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
商
法
司
の
行
っ
た
事
業
の
主
要
な
も
の
は
「
酒
造
営
業
規
則
及
ヒ
其
ノ
税
則
ヲ
領
布
シ
、
商
家
営
業
及
株
鑑
札
ノ
規
則
、
搾
油
醤

油
等
ノ
取
締
規
則
ヲ
設
右
Ｌ
す
る
等
の
他
ヽ
商
法
会
所
を
各
地
に
設
立
し
て
「
商
業
ノ
取
締
及
ヒ
振
作
ヲ
計
リ
、
小
前
引
立
所
ヲ
開

設
シ
細
民
ノ
産
業
ヲ
扶
植
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
商
法
司
の
下
部
機
構
と
し
て
設
立
さ
れ
た
商
法
会
所
の
性
格
は
、
明
治
元
年
五

月
、
商
法
司
布
達
の
「
商
法
大
意
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
。

　
　
　
「
今
度
商
法
会
所
御
取
建
相
成
ニ
付
テ
ハ
諸
問
屋
株
ノ
向
ハ
勿
論
、
総
テ
売
買
手
広
ニ
サ
セ
ラ
レ
度
候
条
可
心
得
事

　
一
売
直
段
取
極
仲
ヶ
間
定
法
ト
唱
候
類
御
聞
届
不
相
成
候
得
共
、
職
業
出
精
定
法
ヨ
リ
下
直
ニ
売
買
イ
タ
シ
候
儀
ハ
可
為
勝
手
事

　
一
諸
株
仲
間
取
調
ノ
上
人
増
減
勝
手
タ
ル
ヘ
ク
事
Ｌ

と
い
う
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
株
仲
間
の
人
数
制
限
は
廃
止
さ
れ
、
独
占
的
価
格
の
専
断
も
否
定
さ
れ
て
、
従
来
の
株
仲
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間
制
度
の
形
態
は
存
続
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
は
営
業
自
由
の
原
則
に
も
と
づ
く
近
代
的
経
済
組
織
に
変
革
さ

れ
る
萠
芽
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
「
諸
仲
ケ
間
ヨ
リ
弐
人
ツ
ツ
人
選
イ
タ
シ
肝
煎
ト
唱
へ
名
前
サ
シ
出
可
申
事
、
尤
模
様
ニ
寄
是
ヨ
リ
被
仰
付
候
義
モ
可
有
之

　
閣
　
事
」と

い
う
規
定
の
あ
る
こ
と
は
、
商
法
会
所
が
旧
幕
時
代
の
株
仲
間
の
組
織
を
利
用
し
つ
つ
、
新
興
商
業
資
本
家
も
そ
の
組
織
に
組
入

れ
、
政
府
資
金
の
供
給
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
商
社
機
構
の
設
立
へ
移
行
し
よ
う
と
す
る
企
図
を
も
つ
組
織
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
商
法
会
所
は
維
新
期
の
経
済
混
乱
・
金
融
閉
塞
を
救
医
す
る
た
め
に
、
企
業
意
欲
を
刺
戟
し
、
企
業
実
行
力
を
誘

発
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
維
新
政
府
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
経
済
機
構
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
企
業
実
行
力
を
現
実
的
活

動
に
移
し
、
経
済
発
展
に
対
す
る
効
果
的
要
因
と
す
る
た
め
の
勧
業
手
段
と
し
て
、
太
政
官
札
が
商
法
会
所
を
通
じ
て
供
給
さ
れ
る

方
式
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
太
政
官
札
発
行
の
布
告
に
、

　
　
　
「
京
摂
及
ヒ
近
郷
ノ
商
賈
、
拝
借
願
上
度
者
ハ
、
金
札
役
所
へ
可
願
出
候
、
金
高
等
ハ
取
扱
候
産
物
高
ニ
應
シ
、
御
貸
渡
相
成

　
　
　
㈲

　
候
事
」

と
あ
り
、
（
こ
こ
に
い
う
金
札
役
所
の
機
能
は
商
法
会
所
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
）
ま
た
「
商
法
大

意
」
に
は
、

　
　
　
「
諸
商
売
ニ
付
其
品
為
引
当
元
手
金
拝
借
被
仰
付
候
、
尤
限
月
利
足
相
定
メ
候
事

-　４　-－



　
但
商
売
元
手
ニ
相
用
候
外
猥
リ
ニ
雑
費
等
ニ
遣
ヒ
込
候
義
ハ
被
禁
、
其
役
々
ヨ
リ
急
度
取
調
候
舶
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
、
商
法
会
所
設
立
の
目
的
が
、
政
府
造
出
の
資
金
を
企
業
実
行
力
に
結
合
し
、
商

業
資
金
供
給
の
経
済
発
展
に
対
す
る
効
果
を
発
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
明
治
維
新
期
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
た
商

品
生
産
の
増
大
と
商
品
流
通
の
拡
大
に
対
す
る
誘
発
機
関
と
し
て
、
商
法
司
ー
商
法
会
所
の
性
格
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
察
で
き

よ
う
。

　
明
治
元
年
五
月
、
大
阪
に
商
法
会
所
を
設
立
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、

　
　
　
「
近
来
西
洋
各
国
御
通
商
被
仰
出
候
ニ
附
而
ハ
、
御
国
内
商
法
之
義
是
迄
固
陋
之
弊
習
計
改
、
諸
商
業
手
広
ニ
可
致
趣
通
候
御

　
趣
意
ヲ
以
当
地
過
書
町
商
法
会
所
御
取
建
相
成
候
処
、
諸
商
人
共
融
通
ノ
為
相
応
ノ
引
当
ヲ
以
新
製
之
金
札
御
貸
下
相
成
候
間
、
致

　
拝
借
度
モ
ノ
商
法
会
所
へ
願
出
可
申
モ
ノ
白
」

と
の
布
令
を
発
表
し
、
商
法
会
所
は
従
来
の
商
品
流
通
機
構
を
改
革
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
必
要
な
資
金
を
太
政
官
札
に
よ
っ
て
供

給
す
る
勧
業
的
企
画
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
企
図
の
下
に
設
立
さ
れ
た
商
法
司
ー
商
法
会
所
の
機
構
が
、
政
府
資
金
と
企
業
実
行
力
と
の
金
融
的
結
合
を
実
現
し

て
、
経
済
発
展
に
つ
い
て
の
始
動
力
と
な
る
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
を
、

断
片
的
で
は
あ
る
が
利
用
可
能
な
史
料
に
も
と
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。

　
　
田
　
拙
著
「
幕
末
維
新
の
貨
幣
政
策
」
二
五
１
三
〇
頁
参
照

　
　
②
　
「
貨
政
考
要
」
下
編
、
二
六
頁

　
　
朗
　
同
右
、
一
八
―
一
九
頁
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㈲
　
「
大
隈
文
書
Ｌ
Ａ
三
一
〇
七
、
「
人
員
弁
分
課
請
持
取
調
書
Ｌ
、
な
お
大
阪
商
法
司
支
署
お
よ
び
商
法
会
所
の
人
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
菅

　
　
　
　
野
和
太
郎
「
幕
末
維
新
経
済
史
研
究
Ｌ
二
五
一
－
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
⑤
Ｉ
圓
　
「
貨
政
考
要
Ｌ
下
編
、
一
九
頁

　
　
㈲
　
「
法
令
全
書
」
明
治
元
年
、
一
三
一
頁

　
　
�
　
「
貨
政
考
要
Ｌ
下
編
、
一
九
頁

　
　
�
　
吉
岡
源
七
、
「
両
替
商
沿
革
史
Ｌ
三
〇
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
明
治
元
年
十
二
月
よ
り
二
年
二
月
ま
で
の
横
浜
出
張
商
法
司
の
「
勘
定
帳
」
と
、
二
年
三
月
ま
で
の
「
金
札
下
ヶ
渡
員
数
名
前

書
Ｌ
が
「
大
隈
文
書
」
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
短
期
間
の
記
録
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
商
法
司
の
東
京
支
署

は
明
治
元
年
十
二
月
に
設
置
さ
れ
、
二
年
三
月
十
五
日
に
は
商
法
司
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
横
浜
出
張
商
法
司
が
運
営
さ
れ
た

期
間
の
大
部
分
に
亘
る
資
金
出
納
を
、
一
応
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
の
み
に
よ
っ
て
、
維
新
政
府
が
意
図
し
た
政
府
資
金
供
給
に
よ
る
経
済
的
発
展
の
目
標
が
、
ど
の
程
度
実
現
さ
れ

る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確
な
結
論
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
政
府

資
金
で
あ
る
太
政
官
札
が
、
政
府
の
意
図
に
反
し
て
、
生
産
資
金
と
し
て
流
通
経
済
体
系
に
浸
透
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た

が
、
し
か
し
ま
た
、
こ
の
紙
幣
が
当
時
の
資
金
欠
乏
を
補
充
す
る
上
に
少
か
ら
ざ
る
効
果
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
態
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
原
因
は
、
維
新
政
府
が
商
法
会
所
を
通
じ
て
国
内
の
経
済
社
会
に
供
給
し
よ
う
と
し
た
太

政
官
札
は
、
名
目
的
貨
幣
に
す
ぎ
な
い
政
府
紙
幣
で
あ
り
、
し
か
も
維
新
政
府
は
こ
の
紙
幣
に
よ
っ
て
、
基
礎
的
輸
入
に
必
要
な
支

払
手
段
と
し
て
の
正
貨
を
、
国
内
商
品
流
通
機
構
の
発
展
を
通
じ
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
近
代
的
経
済
組
織

へ
の
発
足
期
に
お
け
る
貨
幣
政
策
に
対
す
る
財
政
的
経
済
的
制
約
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
国
際
経
済
的
関
連
の
面
で
は
居
留
地

貿
易
形
態
を
脱
却
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
国
内
商
品
流
通
は
問
屋
制
前
貸
金
融
を
基
盤
と
す
る
機
構
を
改
廃
し
去
る

こ
と
の
で
き
な
い
段
階
に
あ
っ
て
、
し
か
も
全
国
的
経
済
組
織
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
準
備
期
に
お
い
て
は
、
旧
藩
国

産
方
の
要
素
を
基
本
的
な
も
の
と
す
る
、
商
法
司
Ｉ
商
法
会
所
方
式
に
よ
る
資
金
供
給
・
経
済
発
展
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
政
府
紙
幣
の
供
給
に
よ
っ
て
正
貨
の
吸
収
を
行
な
う
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
の
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界

が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
明
治
元
年
十
二
月
か
ら
二
年
一
月
中
の
横
浜
出
張
商
法
司
の
「
勘
定
帳
Ｌ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
太
政
官
札
の
供
給
状
態
が
見

　
　
　
　
　
　
出

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治
元
年
十
二
月
ニ
十
六
日
、
二
十
七
日
と
二
年
正
月
八
日
の
三
回
に
各
々
一
〇
万
両
ず
つ
、
合
計
三
〇
万
両

の
太
政
官
札
が
東
京
商
法
司
か
ら
廻
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
横
浜
出
張
商
法
司
の
運
営
資
金
源
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
か
ら
端

数
金
額
支
払
に
当
て
る
た
め
銭
二
二
〇
貫
文
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
交
換
率
は
「
金
札
弐
拾
九
両
二
朱
銭
九
文
、
札
相
場
金

壱
両
ニ
付
四
拾
壱
匁
弐
分
替
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
太
政
官
札
の
価
値
は
す
で
に
三
〇
％
余
低
落
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
（
銭
九
文
は
買
入
れ
た
銭
と
相
殺
さ
れ
る
勘
定
に
な
っ
て
い
る
）
銭
と
交
換
さ
れ
た
も
の
以
外
の
太
政
官
札
二
九
九
、
九

〇
〇
両
余
の
中
、
横
浜
出
張
商
法
司
が
商
品
流
通
発
展
の
た
め
に
融
資
し
た
勧
業
貸
付
金
額
は
一
一
二
、
五
〇
〇
両
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
次
の
よ
う
に
「
勘
定
帳
Ｌ
支
出
の
部
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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「
一
金
札
三
万
両
　
　
　
　
　
　
信
州
松
代
生
産
生
糸
並
蚕
紙
元
仕
入
先
渡
、
追
而
洋
銀
を
以
返
納
之
筈
、
真
田
信
濃
守
領
分
大
黒
屋
幸
蔵
渡

　
一
金
札
三
万
五
千
両
　
　
　
　
市
在
万
民
為
引
立
貸
、
元
締
並
為
替
方
渡

　
一
金
札
四
万
七
千
五
百
両
　
　
生
糸
並
反
物
類
引
当
□
質
貸
、
口
々
返
済
之
儀
は
外
国
人
江
売
込
之
上
洋
銀
を
以
て
相
納
候
筈
」

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
横
浜
出
張
商
法
司
は
国
内
商
業
振
興
の
た
め
に
、
商
人
達
よ
り
選
任
さ
れ
た
商
法
会
所
元
締
為
替
方
に
対
し
て

太
政
官
札
を
供
給
す
る
の
み
で
な
く
、
輸
出
商
品
で
あ
る
生
糸
蚕
紙
類
に
つ
い
て
仕
入
資
金
の
前
貸
、
あ
る
い
は
荷
為
替
金
融
を
行

な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
後
者
の
金
融
業
務
に
重
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
維
新
政
府
は
、
国
内
生
糸
商
人
に
太
政
官
札

を
も
っ
て
資
金
的
援
助
を
与
え
、
外
国
商
館
へ
売
込
の
後
洋
銀
を
も
っ
て
返
納
せ
し
め
る
と
い
う
金
融
方
式
に
よ
っ
て
、
経
済
発
展

の
発
足
期
に
お
け
る
基
礎
的
輸
入
に
必
要
な
正
貨
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
横
浜
出
張
商
法
司
の
運
営
の
中
に
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
右
の
太
政
官
札
に
よ
る
生
糸
金
融
お
よ
び
商
業
振
興
の
た
め
の
融
資
以
外
の
支
出
項
目
は
、
関
係
機
関
の
営
繕
費
、
用
度
費
、
小

使
給
料
等
の
事
務
費
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
計
は
金
札
二
九
〇
両
余
と
銭
一
貫
八
五
〇
文
で
あ
る
。
そ
の
他
に
先
に
あ
げ
た
銭
二
二
〇

貫
買
入
の
た
め
に
紙
幣
二
九
両
二
朱
と
銭
九
文
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
（
元
年
十
二
月
よ
り
二
年
正
月
ま
で
の
勘
定
帳
に
は
、
銭
の

支
出
合
計
か
残
高
の
い
ず
れ
か
に
誤
記
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
）
　
こ
れ
ら
運
営
費
の
支
払
に
つ
い
て
注
目
す
ベ
き
点
は
、
支
払
金
額

は
一
応
金
目
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
太
政
官
札
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
た
め
に
は
、
正
貨
に
対
し
て
減
価
し
た
紙
幣
相
場
に
よ
っ
て

換
算
の
上
、
支
出
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、

「
金
百
七
拾
両
壱
分
弐
朱
之
代
　
　
札
相
場
四
拾
弐
匁
五
分
（
朱
書
）

一
金
札
弐
百
四
拾
四
両
弐
分
　
　
　
戸
部
引
立
会
所
模
様
替
並
長
屋
構
内
其
外
修
復
材
木
板
石
類
壁
方
畳
建
具
経
師
、
大
工
石
工
鳶
人
足
賃
共
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銭
弐
百
弐
拾
六
文
Ｌ

と
あ
り
、
戸
部
の
生
産
引
立
会
所
の
営
繕
に
つ
い
て
、
ま
ず
金
貨
に
よ
る
代
価
が
朱
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
そ
れ
を
紙
幣
相
場
に
よ

っ
て
換
算
し
た
太
政
官
札
の
金
額
が
支
払
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
一
朱
未
満
は
銭
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
方
法
が
と

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
事
務
費
、
用
度
費
、
給
料
等
に
つ
い
て
の
支
払
も
、
ま
た
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
、
金
貨
基
準
で
表

示
さ
れ
た
代
価
を
太
政
官
札
に
換
算
の
上
行
な
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
紙
幣
相
場
は
四
拾
弐
匁
五
分
に
減
価
し
て
お
り
、

そ
れ
は
維
新
政
府
が
明
治
元
年
十
二
月
四
日
の
布
告
を
も
っ
て
太
政
官
札
の
時
価
通
用
を
公
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
商
法
司
制
度
を
通
じ
て
太
政
官
札
の
流
通
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
政

官
札
は
経
済
社
会
に
お
け
る
信
認
を
確
保
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
し
か
も
な
お
政
府
が
太
政
官
札
の
流
通
を

強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
支
出
方
法
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
横
浜
出
張
商
法
司
の
「
巳
二
月
中
勘
定
帳
」
に
よ
る
と
ヽ
収
人
の
部
は
先
月
よ
り
の
繰
越
高
紙
幣
一
八
七
、
一
八
○
両
二
分
と
銭

二
一
八
貫
一
四
五
文
の
他
に
、
正
月
中
生
糸
引
当
に
て
貸
下
げ
た
四
七
、
五
〇
〇
両
の
内
太
政
官
札
を
も
っ
て
返
納
さ
れ
た
分
一

五
、
〇
〇
〇
両
と
、
信
州
大
黒
屋
幸
蔵
に
融
資
し
た
分
三
万
両
、
お
よ
び
商
業
引
立
の
た
め
元
締
並
に
為
替
方
に
貸
渡
分
三
五
、
〇

〇
〇
両
、
計
六
五
、
〇
〇
〇
両
に
対
す
る
利
息
一
、
一
一
二
両
二
分
を
太
政
官
札
を
も
っ
て
受
入
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
太
政

官
札
収
入
合
計
は
二
〇
三
、
二
九
三
両
で
あ
る
が
、
こ
の
中
一
五
六
、
二
〇
〇
両
が
、
洋
銀
に
よ
る
返
納
を
条
件
と
し
て
、
生
糸
引

当
あ
る
い
は
無
担
保
に
て
融
資
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
支
出
項
目
は
「
勘
定
帳
Ｌ
に
次
の
よ
う
に
記
帳
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
一
金
札
三
万
両
　
　
　
　
信
州
松
代
生
糸
並
蚕
種
紙
仕
入
先
渡
、
追
而
洋
銀
を
以
返
納
之
筈
、
真
田
信
濃
守
領
分
六
万
両
渡
之
内
梅
田
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
兵
衛
渡
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一
金
札
九
万
五
千
両
　
　
　
洋
銀
買
入
為
手
当
横
浜
諸
商
人
、
仲
間
証
拠
物
無
之
、
日
数
十
五
日
之
間
ニ
洋
銀
を
以
相
納
可
申
筈

　
一
金
札
四
万
両
　
　
　
　
　
横
浜
出
納
司
江
繰
入
札

　
一
金
札
三
万
千
弐
百
両
　
　
生
糸
引
当
貨
下
、
口
々
外
国
人
江
売
込
之
上
洋
銀
を
以
返
納
之
筈

　
一
金
札
八
拾
壱
両
壱
朱
　
　
二
月
中
小
買
物
並
所
々
修
復
入
用
と
も

　
　
銭
六
貫
弐
百
三
拾
文
」

　
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
横
浜
出
張
商
法
司
－
商
法
会
所
（
生
産
引
立
会
所
）
は
、
生
糸
流
通
を
拡
大
す
る
た
め
に
必
要
な
勧
業
資
金

を
太
政
官
札
に
よ
っ
て
供
給
し
、
邦
商
に
輸
出
前
貸
を
行
な
う
と
と
も
に
、
外
商
に
対
す
る
生
糸
売
込
を
通
じ
て
洋
銀
を
獲
得
す
る

方
式
を
主
要
な
業
務
と
す
る
金
融
機
構
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
輸
出
前
貸
の
方
法
・
条
件
を
さ
ら
に
詳
細
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈

示
し
て
い
る
も
の
が
、
横
浜
出
張
商
法
司
に
よ
る
明
治
二
年
三
月
十
四
日
調
の
「
金
札
下
ヶ
渡
員
数
名
前
書
Ｌ
で
あ
る
。
（
こ
の
史

料
は
「
大
隈
文
書
Ｌ
に
二
通
保
存
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
記
録
に
一
部
相
違
が
あ
る
の
で
、
同
文
書
Ａ
三
二
八
六
を
引
用
し
、
そ
れ

に
Ａ
三
二
九
九
の
記
録
中
注
意
す
べ
き
相
違
点
を
附
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
）

　
　
「
金
札
下
ケ
渡
員
数
名
前
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
出
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
商
法
司

　
辰
十
二
月
中
下
渡
巳
五
月
廿
日
限
（
十
二
月
廿
七
日
下
ケ
渡
）

　
　
一
金
札
弐
千
五
百
両
　
　
　
　
　
　
　
信
州
水
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
輪
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
兵
衛
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会
計
官
御
用
途
差
加
金
弐
千
両
差
出
候
ニ
付
下
渡
、
利
息
月
六
朱
定

辰
十
二
月
中
下
ケ
渡
限
月
不
定

一
金
札
三
万
両
　
　
　
　
　
　
　
真
田
信
濃
守
領
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
黒
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
蔵
渡

　
　
　
　
　
信
州
松
代
生
産
生
糸
並
蚕
紙
元
仕
入
先
渡
、
追
而
洋
銀
を
以
返
納
之
筈
、
無
利
足
（
月
七
朱
）

巳
正
月
中
下
ケ
渡
三
月
廿
日
限
（
正
月
十
三
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
三
千
両
　
　
　
　
　
　
　
三
井
八
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
店
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍬
形
佐
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

杉
山
十
兵
衛

）

　
　
　
　
　
神
奈
川
県
支
配
市
在
江
金
札
弘
通
手
広
ニ
為
行
届
度
ニ
付
為
元
手
金
下
ケ
渡
、
利
足
月
五
朱
定

巳
正
月
中
下
ケ
渡
三
月
晦
日
限
（
正
月
十
四
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
弐
千
両
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
本
町
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
浦
勘
助
渡

　
　
　
　
　
前
同
断

巳
正
月
中
下
ヶ
渡
五
月
晦
日
限
（
正
月
廿
六
日
下
ケ
渡
）

　
一
金
札
壱
万
三
千
両
　
　
　
　
　
　
　
同
　
弁
天
通
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
屋
善
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
三
拾
三
人
渡
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生
糸
仲
間
商
業
為
引
立
引
当
物
無
之
下
ケ
渡
、
利
足
月
一
分
定

　
　
　
　
　
（
引
当
月
々
買
品
売
品
之
金
高
弐
厘
を
肝
煎
エ
預
ケ
置
限
月
ニ
至
リ
上
納
）

巳
正
月
下
ケ
渡
六
月
廿
日
限
（
正
月
十
二
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
弐
千
両
　
　
　
　
　
　
　
信
州
埴
科
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
治
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
和
泉
屋
直
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

請
人
　
藤
屋
善
十
郎

）

　
　
　
　
会
計
官
御
用
途
金
弐
千
両
差
出
候
ニ
付
下
ケ
渡
、
利
足
月
六
朱
定

巳
二
月
中
下
ケ
渡
限
月
不
定

一
金
札
三
万
両
　
　
　
　
　
　
　
真
田
信
濃
守
領
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
田
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
兵
衛
渡

　
　
　
　
信
州
松
代
生
産
生
糸
並
蚕
紙
元
仕
入
先
渡
、
追
而
洋
銀
を
以
返
納
之
筈
無
利
足
（
月
七
朱
）

巳
二
月
中
下
ケ
渡
七
月
□
日
限
（
二
月
十
五
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
五
千
両
　
　
　
　
　
　
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
天
通
五
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
平
同
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
門
屋
幸
之
助
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
堀
越
　
　
源
七
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引
当
品
フ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
千
五
百
枚
、
利
足
月
七
朱
定

巳
二
月
中
下
ケ
渡
四
月
廿
日
限
（
二
月
十
七
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
壱
万
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
府
山
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
藤
井
屋
平
次
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
　
仙
助
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
本
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
中
沢
五
兵
衛

　
　
　
　
　
引
当
品
奥
仙
生
糸
三
拾
箇
、
利
足
月
七
朱
定

巳
二
月
中
下
ケ
渡
三
月
晦
日
限
（
二
月
十
八
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
弐
千
弐
百
両
　
　
　
　
　
　
　
上
州
勢
多
郡
大
胡
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
藤
田
屋
浅
右
衛
門
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
本
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
田
村
仁
兵
衛

　
　
　
　
　
引
当
奥
州
三
春
提
糸
弐
箇
八
王
子
提
糸
四
箇
、
利
足
月
八
朱

巳
二
月
中
下
ケ
渡
四
月
廿
日
限
（
二
月
十
七
日
下
ケ
渡
）

一
金
札
七
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
更
科
郡
力
石
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
万
屋
増
吉
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
本
町
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
三
浦
勘
助
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引
当
信
州
提
糸
拾
弐
箇
島
田
糸
八
箇
、
利
足
月
七
朱
定

巳
三
月
中
下
ケ
渡
八
月
晦
日
限

一
金
札
三
万
両
　
　
　
　
　
　
　
元
　
締
　
渡
辺
福
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
浦
　
勘
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
沢
五
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
替
方
　
吉
田
幸
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
木
惣
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
越
　
源
七
渡

　
　
　
　
　
万
民
家
業
為
引
立
貸
渡
、
利
足
月
五
朱
定

巳
二
月
中
下
ヶ
渡
三
月
十
五
日
限

一
金
五
万
五
千
両
　
　
　
　
　
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
天
通
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
屋
善
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
拾
人
渡

　
　
　
　
　
洋
銀
買
入
為
手
当
横
浜
諸
商
人
仲
間
証
拠
物
無
之
、
□
□
□
五
日
間
貸
渡
、
無
利
足

巳
二
月
中
下
ヶ
渡
三
月
十
五
日
限
（
二
月
十
七
日
下
ケ
渡
）

一
金
四
万
両
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
天
通
四
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
黒
屋
六
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
七
人
渡
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前
同
断

巳
二
月
中
下
ケ
渡
四
月
廿
日
限
（
二
月
十
八
日
下
ケ
渡
）
　
「
下
ケ
紙
」
（
此
分
三
月
十
五
日
返
納
請
取
申
候
）

一
金
札
七
千
両
　
　
　
　
　
　
　
上
州
山
田
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
間
々
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
定
七
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
弁
天
通
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
吉
田
幸
兵
衛

　
　
　
　
　
引
当
品
奥
州
針
道
糸
弐
拾
八
箇
、
利
足
月
七
朱
定

巳
三
月
中
下
ケ
渡
五
月
廿
日
限
（
五
日
晦
日
限
）
「
下
ケ
紙
」
（
此
分
三
日
十
五
日
返
納
請
申
候
）

一
金
札
五
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
天
通
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
幸
兵
衛
渡

　
　
　
　
　
万
民
家
業
為
引
立
貸
渡
、
利
足
月
五
朱
定

三
月
中
下
ケ
渡
四
月
晦
日
限
（
二
月
下
ケ
渡
）

一
金
札
八
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
更
科
郡
羽
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
大
黒
屋
幸
蔵
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
天
通
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
亀
屋
善
三
郎

　
　
　
　
　
引
当
品
提
生
糸
弐
拾
八
箇
、
利
足
月
一
分
定
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三
月
中
下
ケ
渡
四
月
晦
日
限
（
辰
十
二
月
廿
八
日
下
ケ
渡
）

　
一
金
札
七
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
更
科
郡
羽
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
主
　
大
黒
屋
幸
蔵
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
町
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
三
浦
勘
助

　
　
　
　
　
引
当
品
曽
代
生
糸
弐
拾
八
箇
提
糸
拾
弐
箇
、
利
足
月
壱
分
定

　
合
金
札
弐
拾
五
万
八
千
七
百
両
」

　
（
こ
の
「
名
前
書
Ｌ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
太
政
官
札
貸
付
合
計
額
は
二
五
八
、
七
〇
〇
両
で
あ
り
、
元
年
十
二
月
二
年
一
月
中
の
貸

付
額
五
二
、
五
〇
〇
両
、
二
月
中
貸
付
額
一
五
六
、
二
〇
〇
両
、
三
月
中
貸
付
額
五
〇
、
〇
〇
〇
両
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
勘
定
帳
」
の
中
元
年
十
二
月
よ
り
二
年
正
月
ま
で
の
貸
付
金
の
記
録
と
は
金
額
・
項
目
に
つ
い
て
相
違
し
て

い
る
が
、
そ
の
理
由
を
探
る
方
法
は
見
出
さ
れ
な
い
。
）

　
こ
の
貸
付
金
二
五
八
、
七
〇
〇
両
の
内
訳
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　
一
、
洋
銀
に
よ
る
返
済
を
条
件
と
す
る
生
糸
輸
出
資
金
前
貸
　
　
　
一
〇
一
、
二
〇
〇
両

　
二
、
洋
銀
買
入
資
金
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
、
〇
〇
〇

　
三
、
商
業
振
興
資
金
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
、
〇
〇
〇

　
四
、
生
糸
以
外
の
商
品
担
保
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
〇
〇
〇

　
五
、
金
札
流
通
拡
大
資
金
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
〇
〇
〇
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六
、
会
計
基
立
金
証
文
担
保
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
五
〇
〇

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
太
政
官
札
の
発
行
と
商
法
司
の
設
立
を
並
行
し
た
由
利
公
正
構
想
に
よ
る
貨
幣
金
融
政
策
は
、
横
浜
出
張

商
法
司
に
お
い
て
、
太
政
官
札
の
貸
付
に
よ
る
輸
出
前
貸
と
正
貨
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
重
商
主
義
的
政
策
と
も
い
う
べ
き
形
態
を

も
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
名
前
書
」
に
よ
っ
て
、
商
法
司
の
元
締
ま
た
は
為
替
方
に
選

任
さ
れ
た
横
浜
商
人
が
多
額
の
融
資
を
受
け
る
特
典
を
得
て
お
り
、
ま
た
地
方
商
人
が
荷
主
と
し
て
生
糸
担
保
に
よ
る
融
資
を
受
ば

る
場
合
に
、
商
法
司
元
締
あ
る
い
は
為
替
方
の
地
位
に
あ
る
横
浜
商
人
が
証
人
、
と
な
っ
て
、
そ
の
金
融
的
便
益
を
助
成
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
地
方
荷
主
に
対
し
て
、
横
浜
出
張
商
法
司
の
元
締
ま
た
は
為
替
方
の
地
位
に
あ
る
横
浜
商
人
が
、
金
融
的
援
助
を
与
え
る
方
式
を
説

明
す
る
も
の
と
し
て
、
「
名
前
書
」
の
中
「
巳
二
月
中
下
ケ
渡
四
月
廿
日
限
、
金
札
七
千
両
、
置
主
定
七
、
証
人
吉
田
幸
兵
衛
Ｌ
と

あ
る
項
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
史
料
、
「
品
物
引
当
ニ
而
金
札
貸
下
ケ
候
手
続
証
文
類
写
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
こ

の
文
書
は
二
年
二
月
廿
五
日
付
で
あ
る
が
「
名
前
書
Ｌ
に
は
「
二
月
十
八
日
下
ケ
渡
」
と
あ
り
、
日
付
の
点
で
矛
盾
し
て
い
る
の
で

全
く
同
一
事
項
に
当
る
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
。
）
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
荷
主
大
間
々
町
の
定
七
と
、
証
人
と
し
て
東
京
商
法
司
元

締
吉
田
幸
兵
衛
が
連
名
で
、
太
政
官
札
の
貸
下
を
商
法
司
宛
に
願
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
上
州
山
田
郡
大
間
々
町
定
七
奉
申
上
候
、
私
儀
去
辰
十
一
月
中
奥
州
生
糸
弐
拾
八
箇
買
取
置
候
処
、
直
段
下
落
い
た
し
只
今
売

　
払
候
得
は
余
程
之
損
毛
相
立
候
間
、
右
生
糸
弐
拾
八
箇
為
引
合
御
金
札
七
千
両
也
来
ル
四
月
廿
日
迄
奉
拝
借
度
、
右
期
限
ニ
至
り

　
滞
候
節
は
右
生
糸
御
引
上
相
成
候
共
毛
頭
願
筋
無
御
座
候
、
何
卒
以
御
慈
悲
願
之
通
り
御
下
ケ
渡
被
成
下
置
度
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
　
明
治
二
巳
年
二
月
廿
五
日
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上
州
山
田
郡
大
間
々
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
人
　
　
　
　
定
七
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
弁
天
通
り
四
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
　
吉
田
奉
兵
衛
印
」

　
「
印
生
糸
見
込
書
之
事
」

一
奥
州
針
道
生
糸
　
　
　
　
　
　
弐
拾
八
箇

　
此
掛
目
弐
百
五
拾
弐
貫
目
　
　
但
壱
箇
ニ
付
正
味
九
貫
目
ヅ
ツ

　
斤
数
千
五
百
七
拾
五
斤

　
当
時
異
人
江
売
渡
直
段

　
百
斤
ニ
付
六
百
枚
替

　
此
洋
銀
九
千
四
百
五
拾
枚

　
此
金
八
千
弐
百
六
拾
弐
両
弐
分
也

　
但
洋
銀
相
場
壱
枚
ニ
付
五
拾
五
匁
替

右
直
段
見
込
書
奉
差
上
候
上
は
、
当
人
定
七
万
一
御
返
納
及
遅
滞
候
節
は
、
右
預
り
置
候
生
糸
を
以
直
段
高
下
ニ
不
拘
私
よ
り
可

奉
返
納
候
間
、
何
卒
願
之
通
御
貸
渡
被
成
下
置
度
偏
ニ
奉
願
上
候
以
上

　
　
　
明
治
二
巳
年
二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
弁
天
通
り
四
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
幸
兵
衛
　
印
」
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こ
れ
ら
の
願
出
と
保
証
に
対
し
て
、
七
千
両
の
太
政
官
札
が
貸
付
け
ら
れ
、
そ
の
借
入
証
文
に
は
洋
銀
を
も
っ
て
返
納
す
べ
き
条

件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
担
保
物
件
で
あ
る
生
糸
は
商
法
司
よ
り
横
浜
商
人
吉
田
幸
兵
衛
へ
預
入
れ
の
形
式
が
と
ら
れ
、
そ
の
預
り

証
が
商
法
司
へ
差
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
糸
売
込
は
荷
主
に
代
っ
て
吉
田
幸
兵
衛
が
行
な
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
商
法
司
は
こ
の
融
資
方
法
を
通
じ
て
洋
銀
獲
得
の
目
的
を
達
成
し
、
元
締
の
地
位
に
あ
る
吉
田
幸
兵
衛
は
、
地
方
荷
主
に
対
し

て
政
府
資
金
を
利
用
し
て
金
融
的
援
助
を
与
え
る
と
と
も
に
、
生
糸
流
通
に
お
い
て
地
方
荷
主
を
自
己
の
系
列
の
中
に
組
入
れ
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
、
横
浜
出
張
商
法
司
の
太
政
官
札
貸
出
方
式
を
通
じ
て
、
商
法
司
の
元
締
・
為
替
方
に
選
ば
れ
た
横
浜

商
人
は
自
己
資
金
以
外
に
低
利
の
政
府
資
金
を
利
用
し
て
、
そ
の
営
業
資
金
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
な
く
、
地
方
荷
主

に
対
す
る
金
融
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
糸
流
通
面
に
お
い
て
支
配
的
立
場
を
確
保
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
政
府
も
ま
た
東
京
商
法
司
支
署
の
元
締
頭
取
并
為
替
方
と
し
て
二
六
人
、
元
締
と
し
て
一
七
人
の
商

人
を
任
命
し
、
ま
た
横
浜
元
締
井
為
替
方
と
し
て
二
八
人
の
商
人
を
選
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
商
人
の
保
有
す
る
従
来
の
信

用
と
組
織
を
利
用
し
つ
つ
、
商
法
司
の
目
標
と
す
る
太
政
官
札
の
流
通
促
進
と
商
品
流
通
機
構
の
整
備
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

　
次
に
横
浜
と
対
比
し
て
経
済
的
環
境
を
異
に
す
る
、
大
阪
に
設
置
さ
れ
た
商
法
司
支
署
に
よ
る
太
政
官
札
貸
付
の
状
態
は
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
大
阪
商
法
司
支
署
は
明
治
元
年
閏
四
月
二
十
六
日
に
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
「
出
納
勘
定
帳
」
明
治
元
年
中
と
、
明
治
二
年
正
月

中
の
二
冊
が
「
大
隈
文
書
」
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
明
治
元
年
中
の
勘
定
帳
に
よ
る
と
、
収
入
合
計
金
札
三
、
七
七
二
、
九
三
三
両
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一
分
二
朱
、
銭
五
四
一
貫
三
五
七
文
で
あ
る
が
、
そ
の
内
京
都
商
法
司
よ
り
廻
付
の
金
札
三
、
七
〇
五
、
〇
〇
〇
両
、
営
繕
司
よ
り

廻
付
の
も
の
九
五
〇
両
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
各
種
貸
付
金
の
利
息
受
入
高
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
支
出
合
計
は
、
三
、
四
四

四
、
九
九
七
両
一
分
二
朱
、
銭
一
貫
○
五
一
文
で
あ
る
が
、
そ
の
中
、
兵
庫
県
・
堺
県
商
法
司
そ
の
他
の
役
所
へ
の
廻
付
高
お
よ
び

運
営
費
、
八
四
六
、
八
六
二
両
二
分
、
銭
一
貫
○
五
一
文
を
除
い
た
、
各
種
貸
付
金
の
内
容
を
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
一
金
札
四
万
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蒸
汽
船
献
上
願
立
之
趣
意
ニ
付
、
脇
坂
淡
路
守
江
当
座
拝
借
貸
渡
し

　
　
一
金
札
弐
拾
五
万
五
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銭
御
買
上
元
金
京
屋
与
兵
衛
江
渡
高

　
　
一
金
札
四
拾
七
万
四
千
五
百
五
拾
七
両
　
　
　
　
　
会
計
官
江
御
用
途
調
達
証
文
を
以
貸
下
ケ
、
為
替
方
三
家
拝
借
高

　
　
一
金
札
三
万
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
商
法
御
質
物
貸
下
ケ
元
金
、
小
西
新
右
衛
門
取
扱
之
分

　
　
一
金
札
六
万
七
千
六
百
六
拾
両
　
　
　
　
　
　
　
　
御
基
立
証
文
引
当
貸
下
ケ
高
、
小
西
新
右
衛
門
取
扱
之
分

　
　
一
金
札
拾
四
万
七
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
替
仲
間
江
貸
下
ケ
残
金
高

　
　
一
金
札
六
万
五
千
九
百
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
手
当
貸
四
口
分

　
　
一
金
札
八
拾
万
九
千
五
百
六
両
弐
分
　
　
　
　
　
　
御
質
物
貸
下
ケ
高
／

　
　
一
金
札
拾
万
五
千
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
東
下
調
達
証
文
を
以
引
当
貸
下
ケ
高
、
来
巳
四
月
限
り

　
　
一
金
札
八
万
七
千
弐
百
三
拾
三
両
三
分
壱
朱
　
　
　
基
立
証
文
引
当
貸
下
ケ
高
、
来
巳
正
月
限
り

　
　
一
金
札
壱
万
弐
千
八
百
六
拾
両
三
分
三
朱
　
　
　
　
右
同
断
貸
下
ケ
高
、
来
巳
二
月
限
り

　
　
一
金
札
八
万
五
百
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
東
幸
調
達
証
文
引
当
貸
下
ケ
高
、
来
巳
二
月
限
り

　
　
一
金
札
四
百
両
弐
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
貸
下
ケ
高
、
来
巳
二
月
限
り
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一
金
札
千
九
百
九
拾
弐
両
壱
分
壱
朱
　
　
　
　
　
　
基
立
証
文
引
当
貸
下
ケ
高
、
三
月
限
り

　
一
金
札
五
百
三
拾
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
貸
下
ケ
高
、
来
巳
□
限
り

　
一
金
札
千
七
百
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
東
幸
証
文
貸
下
ケ
高
、
前
同
断

　
一
金
札
四
千
九
百
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
同
断
貸
下
ケ
高
、
来
巳
五
月
限
り

　
一
金
札
拾
四
万
九
千
三
百
六
拾
弐
両
三
分
弐
朱
　
　
基
立
証
文
引
当
貸
下
ケ
高
、
来
巳
五
月
限

　
一
金
札
弐
拾
六
万
四
千
三
拾
両
三
分
三
朱
　
　
　
　
前
同
断
貸
下
ケ
高
、
来
巳
六
月
限
り
」

　
こ
れ
を
貸
付
金
の
担
保
別
に
整
理
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
為
替
方
三
家
（
三
井
、
小
野
、
島
田
）
の
御
用
途
調
達
証
文
担
保
貸
付
　
　
四
七
四
、
五
五
七
両

　
二
、
会
計
基
立
金
証
文
担
保
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
三
、
六
七
〇
両
三
分
二
朱

　
三
、
御
東
幸
其
他
調
達
証
文
担
保
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
、
五
〇
〇
両
二
分

　
四
、
商
品
担
保
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
九
、
五
〇
六
両
二
分

　
五
、
両
替
商
其
他
御
手
当
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
ニ
、
九
〇
〇
両

　
六
、
銭
買
上
元
金
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
、
〇
〇
〇
両

　
七
、
領
主
当
座
貸
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
、
〇
〇
〇
両

　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
五
九
八
、
一
三
四
両
三
分
二
朱

　
ま
た
、
明
治
二
年
正
月
中
「
勘
定
帳
」
に
よ
っ
て
見
る
と
、
収
入
の
部
は
先
月
よ
り
の
繰
越
高
、
京
都
商
法
司
、
箱
館
会
所
よ
り

の
繰
込
高
の
他
、
貸
付
金
返
納
金
お
よ
び
利
息
等
、
合
計
八
、
六
三
二
、
四
〇
七
両
三
朱
と
銭
八
八
二
貫
一
八
○
交
で
あ
る
。
こ
れ
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に
対
し
て
、
支
出
合
計
一
六
六
、
四
九
一
両
一
分
三
朱
、
銭
八
五
八
文
の
中
、
貸
付
金
に
当
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
項
目
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
金
札
三
万
両
　
　
　
　
　
銭
御
買
上
ケ
元
代
金
、
京
屋
与
兵
衛
渡

　
金
札
壱
万
両
　
　
　
　
　
　
今
堀
長
吉
郎
江
御
手
当
貸

　
金
札
四
万
弐
千
百
両
　
　
　
市
中
両
替
屋
仲
間
江
御
手
当
貸
、
十
人
両
替
屋
渡

　
金
札
七
万
六
千
七
百
両
　
　
御
質
物
貸
下
ケ
高
」

　
こ
れ
ら
の
勘
定
帳
に
よ
っ
て
、
大
阪
商
法
司
支
署
の
貸
付
金
の
主
要
部
分
が
、
会
計
基
立
金
・
御
東
幸
費
等
の
御
用
金
調
達
証

文
、
す
な
わ
ち
維
新
政
府
発
行
の
最
初
の
公
債
証
書
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
担
保
と
す
る
貸
付
金
で
あ
っ
て
、
そ
の
金
額
が
商
品
担

保
貸
付
額
を
超
え
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
融
資
方
式
が
大
阪
商
法
司
支
署
に
お
い
て
と
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
維
新
草
創
の
時
に
新
政
府
が
大
阪
商
人
よ
り
半
ば
強
制
的
に
調
達
し
た
正
貨
に
対
す
る
代
用
手
段
と
し

て
、
調
達
に
よ
っ
て
減
縮
し
た
商
業
資
金
を
太
政
官
札
を
も
っ
て
補
給
す
る
と
い
う
便
法
に
依
存
し
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
事
情
は
横
浜
出
張
商
法
司
が
貿
易
金
融
の
面
に
存
在
理
由
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
対
照
的
な
様
相
を
も
っ
て
お
り
、
維
新
当

初
に
お
け
る
政
府
が
財
政
資
金
に
つ
い
て
大
阪
商
人
に
依
存
す
る
点
の
如
何
に
甚
大
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
大

阪
に
お
い
て
は
、
「
商
法
大
意
Ｌ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
商
品
担
保
貸
付
を
主
眼
と
す
る
太
政
官
札
供
給
方
式
よ
り
も
、
む
し
ろ
大
阪

商
人
が
維
新
政
府
の
要
求
に
応
じ
て
納
付
し
た
正
貨
に
対
す
る
政
府
発
行
の
債
務
証
書
を
政
府
紙
幣
に
代
替
す
る
操
作
が
、
商
法
司

を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
京
阪
地
方
に
お
い
て
は
正
貨
の
減
少
、
太
政
官
札
の
滞
留
が
生
じ
、
太
政
官
札

の
減
価
を
招
く
に
至
っ
た
。
明
治
二
年
六
月
六
日
の
布
告
を
も
っ
て
、
三
都
に
滞
留
し
た
太
政
官
札
を
各
地
方
に
散
布
す
る
た
め
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に
、
各
府
藩
県
壱
万
石
に
つ
い
て
太
政
官
札
二
、
五
〇
〇
両
を
貸
付
け
、
こ
れ
と
同
額
の
正
貨
を
政
府
に
納
付
せ
し
め
る
措
置
を
と

っ
た
の
は
、
横
浜
・
大
阪
に
お
い
て
商
法
司
制
度
を
通
じ
て
太
政
官
札
供
給
に
よ
っ
て
正
貨
を
政
府
に
集
中
す
る
融
資
方
式
を
実
施

し
た
た
め
に
生
じ
た
両
地
域
に
お
け
る
太
政
官
札
の
滞
留
・
正
貨
の
減
少
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
の
方
策
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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三

　
貿
易
港
に
所
在
す
る
横
浜
出
張
商
法
司
が
輸
出
前
貸
に
よ
る
太
政
官
札
の
貸
付
を
行
な
い
、
輸
出
商
品
流
通
の
拡
大
に
と
も
な
う

資
金
需
要
を
充
足
す
る
と
と
も
に
、
政
府
が
対
外
支
払
手
段
と
し
て
の
洋
銀
を
吸
収
す
る
方
式
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、
維
新
当
初

　
　
　
　
商
法
司
に
よ
る
太
政
官
札
貸
付
方
式



よ
り
・
新
政
府
に
対
す
る
資
金
的
援
助
の
地
盤
と
な
っ
た
商
業
都
市
に
あ
る
大
阪
商
法
司
支
署
は
、
財
政
的
必
要
に
よ
っ
て
ま
ず
正
貨

を
吸
収
し
、
そ
れ
に
代
用
す
る
商
業
資
金
と
し
て
太
政
官
札
の
供
給
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
前
節
に
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
察

知
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
太
政
官
札
と
正
貨
と
の
代
替
方
式
の
相
違
は
、
幕
府
権
力
の
中
心
地
に
接
近
す
る
横
浜
と
、
維

新
政
府
権
力
に
接
す
る
商
業
資
本
支
配
の
大
阪
と
の
、
経
済
的
地
理
的
環
境
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
横
浜
と
大
阪
に
お
け
る
商
法
司
の
太
政
官
札
貸
付
方
式
に
共
通
す
る
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
太
政
官

札
が
維
新
政
府
の
正
貨
獲
得
手
段
と
し
て
、
商
法
司
｜
商
法
会
所
の
組
織
を
通
じ
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
横

浜
に
お
い
て
は
ま
ず
太
政
官
札
に
よ
る
輸
出
前
貸
の
金
融
政
策
に
よ
っ
て
、
洋
銀
が
政
府
に
蓄
積
さ
れ
る
方
式
が
と
ら
れ
、
大
阪
に

お
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
会
計
基
立
金
、
大
監
察
東
下
費
、
天
皇
御
東
幸
費
等
の
財
政
需
要
に
し
た
が
っ
て
、
経
済
社
会
よ
り
引
揚
げ

ら
れ
た
正
貨
の
代
用
手
段
と
し
て
太
政
官
札
が
貸
出
さ
れ
る
方
式
が
多
く
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
商
法
司
に
よ
る
太
政
官
札
貸
付
が
政
府
に
よ
る
正
貨
獲
得
の
手
段
に
利
用
さ
れ
て
は
い
る
か
、
そ
れ
は
維
新
政
府
が
緊
要
と
す
る

政
費
軍
事
費
お
よ
び
基
礎
的
輸
入
支
払
手
段
を
補
填
す
る
た
め
に
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
方
策
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
横
浜
出
納
司
勘
定
帳
」
に
よ
っ
て
見
て
も
、
わ
が
国
の
金
貨
を
も
っ
て
洋
銀
買
入
を
絶
え
ず
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
横
浜
出
張
商
法
司
も
、
ま
た
そ
の
方
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
正
貨

吸
収
を
行
な
う
た
め
に
、
太
政
官
札
を
商
業
資
金
と
し
て
供
給
し
、
商
業
の
振
興
、
商
品
流
通
の
拡
大
を
は
か
る
と
い
う
商
法
司
｜
商

法
会
所
制
度
本
来
の
目
的
で
あ
る
勧
業
貸
が
無
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
横
浜
出
張
商
法
司
の
貸
付
金
の
主
な
る
も
の
は
、
洋

銀
返
済
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
貸
付
を
行
な
う
に
は
商
品
特
に
生
糸
を
担
保
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
阪

商
法
司
支
署
の
貸
付
金
も
、
正
貨
に
対
す
る
政
府
債
務
証
書
を
担
保
と
す
る
も
の
に
次
い
で
多
額
の
も
の
が
商
品
を
対
象
と
し
て
行
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な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
無
担
保
の
家
業
引
立
貸
付
あ
る
い
は
御
手
当
貸
と
称
す
る
勧
業
貸
付
す
ら
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
太
政
官
札
供
給
に
よ
る
商
品
流
通
機
構
の
整
備
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う

太
政
官
札
流
通
性
の
増
大
と
い
う
商
法
司
制
度
設
置
の
目
的
が
追
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
商
法
司
｜
商
法
会
所
の
径
路
に
よ
る
貸

付
金
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
察
知
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
明
治
政
府
の
所
謂
殖
産
興
業
政
策
は
ま
ず
太
政
官
札
の

発
行
と
商
法
司
制
度
の
設
立
と
し
て
現
わ
れ
、
生
産
部
門
よ
り
も
む
し
ろ
商
業
部
門
に
重
点
を
お
い
て
、
商
業
の
振
興
、
商
品
流
通

機
構
の
再
編
成
を
指
向
す
る
形
態
を
と
り
な
が
ら
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
目
的
に
も
と
づ
い
て
、
商
法
司
に
よ
っ
て
供
与
さ
れ
る
金
融
的
便
益
を
亨
受
し
て
商
品
の
流
通
を
拡
大
し
よ
う
と
す

る
資
金
需
要
が
誘
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
勘
定
帳
Ｌ
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ

の
「
勘
定
帳
」
に
表
わ
れ
た
も
の
以
外
の
資
金
需
要
を
示
す
一
例
と
し
て
、
陸
前
石
巻
湊
の
地
方
商
人
重
右
衛
門
お
よ
び
東
京
・
横

浜
の
都
市
商
人
等
四
名
に
よ
る
、
商
法
司
宛
明
治
二
年
二
月
付
太
政
官
札
借
入
願
書
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
「
石
巻
辺
海
岸
一
円
何
れ
も
産
物
多
分
ニ
御
座
候
間
、
右
生
産
十
分
取
開
御
国
益
相
成
候
様
仕
度
候
間
、
追
々
有
志
之
者
申
談
、

　
手
広
ニ
生
産
引
立
仕
、
多
分
ニ
国
産
取
出
、
東
京
府
弁
横
浜
表
同
志
之
者
ニ
重
右
衛
門
ヨ
リ
差
送
り
候
間
、
右
之
者
共
ヨ
リ
商
法

　
局
御
役
所
江
御
届
申
上
、
其
節
御
見
分
ケ
之
上
相
当
之
金
札
御
下
ケ
奉
願
度
、
返
納
之
儀
ハ
右
品
々
外
国
人
弁
外
望
之
者
共
売

　
払
、
其
節
々
元
利
返
納
可
仕
、
尤
今
般
奥
地
海
岸
一
円
取
開
候
ニ
ハ
、
多
人
数
組
合
不
申
候
テ
ハ
行
届
不
申
候
間
、
右
ハ
同
人
代

　
之
者
帰
国
之
上
彼
地
追
々
有
志
之
者
相
願
候
様
可
仕
候
間
、
何
卒
差
向
前
書
之
次
第
御
聞
済
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
」

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
書
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
別
紙
之
通
願
立
候
得
共
、
金
札
貸
下
ケ
之
儀
は
相
止
、
諸
品
東
京
着
之
上
代
金
見
込
ヲ
以
七
歩
金
相
渡
、
支
那
人
江
売
払
之
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圓

　
』
、
勘
定
残
金
相
渡
可
申
候
、
尤
代
金
之
内
壱
割
方
御
益
相
納
候

　
こ
の
願
書
に
よ
っ
て
、
商
法
司
の
太
政
官
札
貸
付
政
策
に
対
し
、
地
方
商
人
と
東
京
・
横
浜
商
人
と
の
組
合
に
よ
る
商
業
活
動
の

展
開
を
は
か
る
意
欲
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
商
法
司
が
商
品
担
保
貸
付
す
な
わ
ち
勧
業
貸
付
を
太
政
官
札
融
資
の
原
則
と

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
商
法
司
制
度
の
下
に
行
な
わ
れ
た
太
政
官
札
に
よ
る
商
業
資
金
供
給
は
、
商
品
流
通
の
拡
大
に
関
し
て
十
分
な

効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
横
浜
出
張
商
法
司
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
太
政
官
札
の
貸
付
方
式
は
、
生
糸
輸

出
に
関
す
る
資
金
需
要
の
増
大
に
対
し
て
太
政
官
札
を
も
っ
て
融
資
を
行
な
い
、
地
方
荷
主
、
横
浜
商
人
の
資
金
不
足
を
補
う
と
と

も
に
、
商
品
流
通
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
そ
れ
は
商
法
司
に
と
っ
て
は
洋
銀
吸
収
の
手
段
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
洋
銀
は
対
外
支
払
に
充
当
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
内
市
場
は
全
国
的
に
太
政
官
札
の
流
通
性
増
進
に
よ
っ
て
整
備
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
招
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
福
井
藩
の
領
国
経
済
単
位
の
範
疇
に
お
い
て
由
利
公
正
が
藩

札
貸
付
に
よ
っ
て
商
品
生
産
に
刺
戟
を
与
え
、
生
産
物
の
藩
外
輸
出
に
よ
っ
て
自
藩
に
正
貨
を
蓄
積
す
る
に
至
っ
た
金
融
政
策
の
成

果
と
は
異
っ
た
状
態
の
実
現
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
阪
商
法
司
支
署
の
融
資
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め
政
府
に
調
達
さ
れ

た
正
貨
に
対
す
る
補
充
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
担
保
商
品
に
対
す
る
融
資
と
し
て
太
政
官
札
を
供
給
す
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
太
政
官
札
の
流
通
性
促
進
を
条
件
と
し
て
、
商
品
流
通
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
太
政
官
札
は
政
治
的
経
済
的
混
乱
期
に
お
け
る
、
成
立
草
創
の
維
新
政
府
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す

る
社
会
的
信
認
は
十
分
に
確
立
さ
れ
る
段
階
に
達
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
流
通
性
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
得
な
い
状
態
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
完
全
な
通
貨
的
機
能
を
具
備
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
太
政
官
札
は
、
商
品
流
通
体
系
の
整
備
・
発
展
を
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支
え
る
商
業
資
金
と
し
て
の
効
果
を
十
分
に
あ
げ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
横
浜
出
張
商
法
司
が
諸
経
費
支
払
に
太
政
官
札
を
使
用
し
て
い
る
が
、
明
治
元
年
十
二
月
、
二
年
一
月
の
「
勘
定
帳
」
に
は
、
商

法
司
自
体
が
正
金
に
対
し
て
紙
幣
四
二
匁
五
分
の
相
場
に
よ
っ
て
支
払
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
記
帳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
横

浜
出
張
出
納
司
の
「
勘
定
帳
」
に
よ
る
と
、
明
治
元
年
十
二
月
二
年
正
月
の
支
出
は
、
ほ
と
ん
ど
洋
銀
買
入
の
た
め
の
正
金
支
出
と

燈
台
設
備
の
た
め
の
洋
銀
支
出
で
あ
る
。
二
年
二
月
の
支
出
は
燈
台
建
設
費
其
他
の
洋
銀
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
対
外
支
払
以
外
の

営
繕
費
・
給
料
・
旅
費
等
国
内
経
費
は
、
で
き
る
限
り
太
政
官
札
を
も
っ
て
支
弁
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
出
納
司

自
体
が
太
政
官
札
を
正
金
に
対
し
て
三
八
匁
三
分
乃
至
四
一
匁
七
九
、
あ
る
い
は
四
二
匁
五
分
と
い
う
よ
う
に
三
〇
乃
至
三
五
％
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃

価
し
た
相
場
に
し
た
が
っ
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
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と
あ
る
よ
う
に
、
正
金
基
準
の
価
格
を
紙
幣
相
場
に
換
算
し
た
上
で
、
太
政
官
札
に
よ
る
支
払
方
法
が
と
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は

別
の
支
出
項
目
に
、

　
　
「
巳
二
月
廿
三
日

　
　
（
朱
書
）
｛
金
三
百
七
拾
六
両
弐
朱
之
代
　
札
相
場
四
拾
壱
匁
七
分
九
厘
替

　
　
　
　
一
金
百
八
拾
八
両
壱
朱

　
　
　
　
金
札
弐
百
七
拾
両
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
包
座
役
々
道
中
御
手
当
、
井
旅
篭
代
二
月
分
Ｌ

　
　
　
　
銭
五
百
拾
六
文

と
あ
る
よ
う
に
、
正
金
基
準
価
格
の
半
額
を
正
金
に
よ
っ
て
、
残
り
半
額
を
紙
幣
相
場
に
し
た
が
っ
て
換
算
し
た
太
政
官
札
に
よ
っ
て

財
政
費
用
を
支
払
う
と
い
う
金
紙
混
用
の
方
法
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
出
納
司
の
支
出
方
法
に
よ
っ
て
、
商
法
司
・
出
納
司

等
の
政
府
機
関
自
体
が
太
政
官
札
の
流
通
に
つ
い
て
、
旧
幕
時
代
よ
り
引
継
い
だ
本
位
貨
幣
で
あ
る
正
貨
に
太
政
官
札
を
混
用
せ
し

め
よ
う
と
す
る
、
強
行
的
紙
幣
流
通
促
進
方
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
金
紙
混
用
に
よ
っ
て
太
政
官
札

の
流
通
性
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
強
行
策
は
、
一
般
経
済
社
会
に
も
反
映
さ
れ
て
、
日
常
の
小
取
引
に
お
い
て
す
ら
半
額
正
金
、
残

額
太
政
官
札
と
い
う
支
払
方
法
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
二
年
六
月
、
東
京
周
辺
地
域
に
お
け
る
太

政
官
札
の
流
通
状
況
に
関
す
る
探
索
の
結
果
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
か
・

　
こ
の
よ
う
に
紙
幣
の
減
価
と
限
定
的
流
通
性
を
発
行
者
自
体
が
容
認
し
て
、
太
政
官
札
の
流
通
促
進
強
行
策
を
と
っ
た
こ
と
は
、

価
格
体
系
の
混
乱
を
助
長
し
、
商
品
流
通
機
構
の
整
備
拡
大
に
対
す
る
商
法
司
に
よ
る
金
融
の
効
果
を
減
縮
す
る
状
態
を
招
く
原
因

と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
商
法
司
に
よ
る
資
金
供
給
が
所
期
の
効
果
を
実
現
し
な
か
っ
た
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こ
と
は
、
当
然
太
政
官
札
貸
付
機
関
と
し
て
の
商
法
司
｜
商
法
会
所
制
度
の
経
済
発
展
に
対
す
る
誘
発
機
関
と
し
て
の
機
能
に
限
界

を
も
た
ら
し
、
資
金
供
給
、
商
品
流
通
拡
大
の
機
能
的
分
担
を
確
然
と
す
る
為
替
会
社
、
通
商
会
社
の
併
立
機
構
へ
の
展
開
を
必
要

と
す
る
に
至
る
原
因
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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